
5 生委第 50 号 八十里越地形測量業務委託

特記仕様書

１．適用

本業務の実施にあたっては、契約書、本特記仕様書、魚沼市委託契約条項ならびに「測量・調査・

設計業務委託標準仕様書（新潟県土木部）」（以下「標準仕様書」という。）によるものとする。

２．業務の目的

本業務は魚沼市大白川地内の国道 289 号鞍掛峠（新潟県地域振興局管理界）から八十里越（県

境）に至る区間約 4.38 ㎞に於いて歴史の道八十里越古道として、遺跡の発掘調査、文化財の整備

促進、保存を図ることを目的とし、その為に必要な調査測量を実施するものとする。又、今後の維

持管理、補修を容易に行えるよう、文化庁指定杭の設置・数値地形図データの作成等により、数値

座標管理が可能となる作業を行うものである。

３．対象箇所及び延長区間

国道 289 号（八十里越）魚沼市 大白川 地内

鞍掛峠（三条地域央振興局管内、魚沼地域振興局管内管理界）から新潟県と福島県との県境地先

までの区間全長約 4.38 ㎞(4,384m)の内、令和 2年度に 0.15 ㎞、令和 3年度に 2.18 ㎞について測

量調査（遺構）を鞍掛峠側から実施し、令和 4年度では延長 0.71 ㎞の区間について測量調査（遺

構）を実施、終了した。令和 5年度では残りの 1.34 ㎞の測量調査を実施し魚沼市内全長 4.38 ㎞の

全てを終了する。

また令和 5年度では、魚沼市全区間でトレンチ測量を 5箇所、橋台の石積 5箇所の調査を実施す

る。位置については、監督員と協議し、決定することとする。

４．業務内容（令和 5年度測量業務）

１）基準点測量 低山地森林

① ３級基準点測量 永久標識設置なし伐採有り 4点

② ４級基準点測量 永久標識設置なし伐採有り 40 点

２）水準測量 低山地森林

① 4級水準測量 道路上 1.34 ㎞

３）地形測量 低山地森林

① 現地測量 縮尺 1/1000 A=0.0402 ㎢（40,200 ㎡）

1.0 業務

４）用地測量 森林 縮尺 1/1000

① 作業計画 1.0 業務

② 現地踏査 1.0 業務



③ 境界確認（林班界立会） 20,100 ㎡

④ 境界測量（文化財指定杭測量、林班界点測量） 40,200 ㎡

⑤ 用地境界仮杭設置 20,100 ㎡

⑥ 用地境界杭設置（文化財指定杭設置）両側（プラスティック杭） 134 本

⑦ 境界点間測量 20,100 ㎡

⑧ 用地実測図原図作成 縮尺 1／1000 40,200 ㎡

⑨ 用地平面図作成 縮尺 1／1000 40,200 ㎡

⑩ 面積計算 20,100 ㎡

５）トレンチ測量 1箇所当り 12ｍ×2ｍ 5箇所

６）石積調査 5箇所

５．打合せ・協議

打合せの回数は次の数量とする。ただし、必要が生じた場合はその限りではないが設計変更の対

象とはしない。

業務着手時、中間打合せ 2回、成果物納入時 1.0 業務

６．貸与資料

必要に応じ貸与する。

７．業務計画書

受注者は、契約締結後１４日（休日等を含む）以内に業務計画書を作成し、監督員に提出しなけ

ればならない。

業務計画書には、契約図書に基づき下記事項を記載するものとする。

(１)業務概要

(２)実施方針

(３)業務工程

(４)業務組織計画

(５)打合せ計画

(６)成果物の品質を確保するための計画

(７)成果物の内容、部数

(８)使用する主な図書及び基準

(９)連絡体制(緊急時含む)

(10)使用する主な機器

(11)その他



８．成果品の納入及び方法

・製本したもの（図面を添付）… 2部

・縮小版 … 2部

・電子データ … 2部

９．契約変更

契約書に規定する発注者と受注者による協議事項は次のとおりとする。ただし、軽微なものにつ

いては変更の対象としないものとする。

(１)３．に示す「対象箇所及び延長区間」に変更が生じた場合。

(２)４．に示す「業務内容」に変更が生じた場合。

(３)工期の変更が生じた場合。

１０．その他

・現場への林道は、土砂崩れ等により車両での乗り入れが出来ないので留意すること。

・現場での作業を行う際は、保安林内作業許可申請等の必要な手続きを行うこと。

・その他、法令等により届出等が必要な場合も同様とする。

・この特記仕様書に定めなき事項または、本業務の実施に当たり疑義が生じた場合は、必要に応

じて監督員と協議するものとする。


